別記様式(第2条関係)
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　　　何選挙ポスター掲示場

注意
１　このポスター掲示場は、何選挙候補者以外の方は使用できません。
２　ポスターは、指定された区画にはってください。
３　このポスター掲示場をこわしたり、はってあるポスターを破ったりすると罰せられます。
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備考　1　設置場所の都合により、ポスターの掲示区画を3段又は4段として設置することができる。
　　　2　タイトルは横書とすることができる。また、掲示場の中央の上部に掲げることもできる。
